
無料
相談

女性に対する暴力をなくす運動

令和４年

１１月１２日（土）

～２５日（金）

◆問合せ先◆

鹿児島県男女共同参画センター相談室

（かごしま県民交流センター内)

5 ０９９－２２１－６６３０
９：００～１７：００（月曜日は休館）

ＤＶ、セクハラ、ストーカーなど女性に

対する暴力や離婚にまつわる諸問題など、

女性の人権に関わる問題について女性の

弁護士が電話と面接で相談に応じます。

☆「パープルリボン」は女性に対する暴力
根絶運動のシンボルマークです

予約優先 です。
詳しくは相談室まで
お問い合わせください。

＜ 日 時 ＞

令和 ４ 年 １１ 月 ３０ 日 （水）

１0：0０ ～ １６：0０


